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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

アイペットホールディング株式会社（以下、「当社」）は、持株会社体制を採用しており、事業執行は傘下のグループ会社が担当し、当社はグループ
戦略の策定およびグループ全体の監視・監督を主要な職務としております。グループ経営の観点から、グループ会社の重要事項の実施に際して
は、当社取締役会の承認を受けるとともに、適時その進捗状況に関する報告を求めることにより、各グループ会社を監視・監督し、グループ全体
のガバナンスの向上を図っております。また、コーポレート・ガバナンスの強化のため、機関設計として「監査等委員会設置会社」を選択するととも
に、取締役会の諮問機関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬に関する手続きの公平性・透明性・客観性を強化して
おります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施します。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社は、東京証券取引所マザーズに上場しているため開示義務はありませんが、情報開示の充実を図る目的において、任意にコーポレートガバ
ナンス・コードへの対応状況を、以下のとおり開示します。

【原則1-7　関連当事者間の取引】

当社は、当社と関連当事者との取引が、当社と株主共同の利益を害することのないよう、関連当事者取引の内容を開示し、当該取引を適切に把
握・管理し、不適切な取引を排除することを目的として関連当事者取引管理規程を制定しており、取引を行う際は原則事前の取締役会の承認を義
務付けること等で適切に監視しております。

【原則3-1　情報開示の充実】

1.【原則3-1-(ⅲ)】（取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き）

本報告書「Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営官営組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】に記
載のとおりです。

2.【原則3-1-(ⅳ)】（取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き）

取締役候補者の選任方針については、任意の指名・報酬諮問委員会で審議のうえ、その答申内容をもとに取締役会において制定しております。
同方針は、本報告書の下記【補充原則4-11-1】（取締役会の構成と選任方法）に記載のとおりです。取締役の選任及び解任に関する株主総会議案
については、取締役会において当該議案が決議されたのち、株主総会において決議をいただいております。

【補充原則4-2-1】（取締役の報酬）

本報告書「Ⅱ．経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営官営組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関係】に記
載のとおりです。

【補充原則4-11-1】（取締役会の構成と選任方法）

取締役会の構成は、議長である代表取締役CEOを含む取締役6名で構成されており、その内訳は、監査等委員でない取締役3名、監査等委員で
ある取締役3名（うち、社外取締役2名、そのうち、独立役員2名）です。取締役会が全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性が確保された
構成となるよう、当社の任意の指名・報酬諮問委員会で審議のうえ、取締役会で取締役候補者の選任基準を定めております。

1.社内取締役の選任基準について

会社の業態をよく理解し、会社経営に必要な広範な知識を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するに十分な能力を有す
る者。

2.社外取締役の選任基準について

取締役の職務執行に対する取締役会による監督の実効性を確保するため、以下のいずれかの分野における高い見識と能力を有する者。

(1)経営

(2)保険・金融

(3)ペット・獣医療

(4)IT

(5)法律財務会計等の企業経営に関わる専門的な知識

3.取締役の選解任等の手続きについて

代表取締役の選解任や取締役候補者の指名に当たっては、独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえ
で、取締役会で決議する。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

株式会社ドリームインキュベータ 6,068,004 56.12

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 635,800 5.88

GOLDMAN SACHS & CO.REG 548,800 5.07

双日株式会社 468,000 4.32

YCP HOLDINGS LIMITED

（常任代理人　みずほ証券株式会社）
468,000 4.32

株式会社ソウ・ツー 420,000 3.88

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 360,000 3.32

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 263,900 2.44

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY 223,100 2.06

株式会社フォーカス 100,000 0.92

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社ドリームインキュベータ　（上場：東京）　（コード）　4310

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 マザーズ

決算期 3 月

業種 保険業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社の親会社である株式会社ドリームインキュベータは、株式の56.12%を保有しております。親会社を含む支配株主との取引については、取引を
行うこと自体に対する事業上の必要性があること、および取引条件の妥当性があることが担保され、当社の利益が損なわれる状況にないもの以
外は、これを行わないことを基本方針として関連当事者取引管理規程を策定しております。また、支配株主との取引が業務上発生した場合におい
ては、当該取引が適正な職務権限のもとに行われたかを、取締役会、監査等委員会等を通じて確認することにより、適正性を確保しております。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社の親会社である株式会社ドリームインキュベータは、株式の56.12%を保有しております。親会社との関係については、親会社の代表取締役
CEO執行役員が当社の取締役（監査等委員）として就任しておりますが、上場会社のグループにおける知見の活用による、当社のコーポレート・ガ
バナンス体制の強化を目的としたものであり、当社事業運営の決定を妨げるものではありません。また、親会社従業員との出向契約があり、本出
向契約は重要性の判断基準に該当しないため有価証券報告書等による開示対象ではありませんが、当社の取締役会において、取引の必要性お
よび重要性および条件の妥当性を確認しております。

その他、親会社への事前協議事項は無く、親会社グループとの事実上の競合も発生しておらず、当社の事業運営の独立性は保たれております。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長・社長以外の代表取締役

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

杉町真 他の会社の出身者

星田繁和 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

杉町真 ○ ○ ―――

杉町真氏は、保険会社における豊富な業務経
験、経営経験及び監査役等の経験を通じて培
われた見識に基づき、監督機能を果たし、一般
株主の利益に配慮した公平・公正な質問、提案
等を行えると考えております。また取引所が定
める独立性の要件を満たしており、一般株主と
の利益相反が生じる恐れがないと判断したこと
から、独立役員に指定致しました。



星田繁和 ○ ○ ―――

星田繁和氏は、保険会社における豊富な業務
経験を通じて培われた見識に基づき、監督機
能を果たし、一般株主の利益に配慮した公平・
公正な質問、提案等を行えると考えておりま
す。また取引所が定める独立性の要件を満た
しており、一般株主との利益相反が生じる恐れ
がないと判断したことから、独立役員に指定致
しました。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 1 2 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

内部監査部門である監査部の職員は、監査等委員会の職務を補助するスタッフ（以下、「監査等委員会スタッフ」）として、監査等委員会の職務を
補助し、その業務に関して必要な情報収集権限を有しております。 また、監査等委員会スタッフに対する人事考課、人事異動および懲戒処分は、

監査等委員会の同意を得たうえで行うほか、 監査等委員会スタッフは、その業務に関して監査等委員会の指揮命令にのみ服し、監査等委員以

外の取締役等からの指揮命令を受けないこととしております。以上のように、当該使用人が監査等委員会の職務を補助するに際しては、取締役
（監査等委員会である取締役を除く）の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務にあたることができる体制としております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会、会計監査人および内部監査部門の三者による定期的な連絡会を開催しており、各監査の実施状況や結果等について意見交換を
行うことで適時連携を図り、実効性ある監査の実施に努めております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

3 0 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実
を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置しており、指名委員会と報酬委員会の双方の機能を担っております。指名・報酬諮問委員会は、
年1回以上適宜開催し、独立社外取締役2名および代表取締役CEOで構成されており、委員長の選定および解職は指名・報酬諮問委員会の決議
により選定されます。

【独立役員関係】

独立役員の人数 2 名

その他独立役員に関する事項



―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

譲渡制限付株式報酬制度の導入

本制度は、当社の取締役（社外取締役を除く。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の
価値共有を進めることを目的として導入することといたしました。

ストックオプションの付与対象者 子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

※前述の譲渡制限付株式報酬制度の導入により、すでに付与済みのものを除き、取締役に対するストックオプション制度を廃止し、今後、取締役
に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行いません。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上のものが存在しないため、個別報酬の開示を行っておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

1.役員報酬の基本方針

当社の監査等委員でない取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を実施する優秀な人材を確保・維持し、株主価値の向上にむけて期待される
役割を十分に果たすことが可能なものを設計する。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、業績および中長期的な企業価値との連動を重
視した報酬とする。監督機能を担う非業務執行取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は基本報酬のみとする。報酬水準は、当社取締役
の役職および職責に相応しい水準とする。

また、報酬決定の客観性および透明性を確保するために、報酬の決定は、社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ
て決定するものとする。

なお、監査等委員である取締役の各役員報酬については、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により
決定する。

2.基本報酬、賞与の個人別の報酬等の額、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針基本

報酬は、金銭による月例の固定報酬とする。基本報酬は役職に基づく役割および職責等に応じて支給し、主に国内における当社と同規模程度の
企業等と比較して遜色のない水準となるように設定する。

また、賞与については、金銭によるものとし、当社の業績、個人の業務執行状況および貢献度等に応じ、毎年、当該事業年度終了後の一定の時
期に、支給の有無、具体的な額を決定する。

なお、会社法施行規則第98条の5第2号業績連動報酬等は支給しないものとする。

3.株式報酬の内容、その額又は算定方法、及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

株主と価値を共有し、持株会社の企業価値の持続的な向上を図るため、業務執行を担う取締役に対し、譲渡制限期間を2年間から5年間まで、ま
たは取締役等の地位を退任するまでとする譲渡制限付株式を付与する。当社の業績、役位、職責、株価等に応じて、毎年、当該事業年度終了後
の一定の時期に、付与の有無、付与する株式の個数を決定する。

4.基本報酬の額、賞与の額、及び株式報酬の額の監査等委員でない取締役（非業務執行取締役を除く）の個人の別の報酬の額に対する割合の
決定に関する方針

監査等委員でない取締役（非業務執行者を除く）における構成比率は、基本報酬：業績賞与：株式報酬＝2：1以内：1以内に設定する。

5.監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容の決定の手続きに関する事項

(1)役員報酬の基本方針に沿って公正かつ合理的な制度運用が担保されるよう、当社の役員報酬水準および構成比率の決定に際しては、指名・
報酬諮問委員会の審議を経て、取締役会で決定する。

(2)各役員報酬の具体的決定手続きについては、以下のとおりとする。

1監査等委員でない取締役の各役員報酬につき、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額の範囲内
で、取締役会で決定する。

2監査等委員でない取締役の各役員報酬につき、取締役会において代表取締役CEOに一任する旨の決議を行う場合は、代表取締役CEOは指



名・報酬諮問委員会が審議、答申した内容を尊重し、指名・報酬諮問委員会に諮問した想定報酬を逸脱しない範囲で監査等委員でない取締役の
各役員報酬を決定しなければならない。但し、この場合においても、監査等委員でない取締役の株式報酬の個人別の割当て数については、指名・
報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議により定める。

【社外取締役のサポート体制】

当社社外取締役および社外監査等委員をサポートする体制として、取締役会の資料を電子メール等で事前に共有する体制を整えております。ま
た、内部監査部門である監査部の職員が、監査等委員会スタッフとして監査等委員会の職務を補助し、その業務に関して必要な情報収集を行う
体制を構築しております。今後も必要に応じた体制を構築してまいります。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社のコーポレート・ガバナンス体制に係る主要な機関・機能は次のとおりです。

1.取締役会

当社の取締役会は、山村鉄平、工藤雄太、山内一洋、杉町真、星田繁和、原田哲郎の6名で構成され、うち杉町真、星田繁和は、社外取締役であ
ります。代表取締役CEOである山村鉄平を議長とし、業務執行に関する重要な意思決定を決議するとともに、取締役の職務の執行を監督します。
当社の取締役会は、原則毎月１回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。

2.監査等委員会

当社の監査等委員会は、杉町真、星田繁和、原田哲郎の3名で、うち杉町真、星田繁和は、社外取締役であります。杉町真を議長とし、原則毎月
１回定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催します。各監査等委員は、それぞれ専門的な立場において豊富
な経験と高い見識を有しており、内部統制システムを活用した監査・監督を実施し、取締役会その他重要な社内会議に出席し、取締役の職務執行
について適宜意見を述べます。また、監査等委員である取締役は、必要な情報の収集や調査を監査部に指示し、監査部が収集した情報や調査
の結果を監査等委員会に提示することにより、監査の実効性を確保します。

3.経営会議

当社は、取締役会の決定した経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項について決議を行い、または経営に関する重要事項について
報告を受け、会社の経営目標を達成すべく、重要事項を把握、もしくは協議することを目的とし経営会議を設置します。経営会議は、原則毎月1回
以上開催し、代表取締役CEOである山村鉄平を議長とし、監査等委員以外の常勤取締役、所定の部長で構成されます。またオブザーバーとして、
必要に応じて、監査等委員、監査部長が参加します。

4.指名・報酬諮問委員会

当社は、取締役会の諮問機関として、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実
を図るため、任意の指名・報酬諮問委員会を設置します。指名・報酬諮問委員会は、年1回以上適宜開催し、社外取締役である杉町真を委員長と
し、代表取締役CEOである山村鉄平、社外取締役である星田繁和で構成されます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、監査を担う監査等委員である取締役が取締役会の議決権を有することにより、取締役会の監督機能を強化し、かつ監督と執行の分野を
進めつつ経営の機動性を高め、これらにより当社の企業価値のさらなる向上を図ることを目的として、監査等委員会の形態を採用しております。
また、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機
関として任意の指名・報酬諮問委員会を設置しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期日前の発送を検討しております。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主にご参加頂けるよう、開催日の設定に関しては他社の集中日を避けるとと
もに、出席しやすい場所（ホテル・貸会議室等）を確保するように検討いたします。

電磁的方法による議決権の行使 インターネットを通じた議決権の行使ができる環境整備を検討しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

現在参加しておりませんが、参加を含め今後検討いたします。

招集通知（要約）の英文での提供 今後検討いたします。

その他
招集通知は、開催日の約3週間以上前に当社ウェブサイトおよびTDnetにより開示してお
ります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
ディスクロージャーポリシーは、当社コーポレートサイト（https://www.ipet-
hd.com/）に掲載しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催
代表取締役を説明者とする、証券会社やIR支援会社が主催する個人投資家
向けの説明会に随時参加しております。説明会の内容につき、一部当社ウェブ
サイトに掲載しております。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第２四半期及び通期の決算発表時において、代表取締役CEOを説明者とする
決算説明会を開催しており、説明資料は、当社コーポレートサイトに掲載して
おります。また、年間を通じてIR担当者が機関投資家と随時面談をしておりま
す。

あり

IR資料のホームページ掲載

決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、会社説明会資
料、コーポレート・ガバナンスの状況、株主総会の招集通知、株主総会の決議
通知等のIR資料は、当社コーポレートサイト（https://www.ipet-hd.com/）に掲
載しています。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画部のＩＲ部門がIR活動を担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社およびアイペット損害保険株式会社（以下、「当社グループ」）は、ペット保険会社とし
て、お客さまの声へ真摯に対応し事業に反映するとともに、当社を取り巻く社会的課題の
解決や環境の改善に貢献することを通じて、経営理念であるペットと人とが共に健やかに
暮らせる社会をつくることを目指しております。

これまでに、CSV基本方針を定め、当社グループの活動が当社グループの利益だけでは
なく、ステークホルダーとの共有価値の創造に繋がるものと考え、実践してまいりました。こ
の一環として、自社メディアの運営による情報発信に加え、青森県と動物愛護に関する連
携協定を締結しました。本協定では、互いの資源や知見を共有し、官民連携によるさまざ
まな取組みを通じて、「人と動物が共生する社会の実現」を推進していくことを目指していま
す。また、お客さま参加型の写真投稿企画「うちの子カレンダー2020」、「第6回ワン！にゃ
ん！かるた」において、1投稿につき10円を非営利活動へ寄付する企画とし、一般社団法
人クリステル・ヴィ・アンサンブルが実施する保護された犬や猫を一時的に預かるボラン
ティア育成・認知に関する活動への支援に対する寄付を行ったほか、本社執務フロア内に
「災害救助犬ボランティア・ベンダー」を設置し、一般社団法人ジャパンケネルクラブの災害
救助犬育成活動に寄付を行っています。

なお、当社グループでは、これまで取り組んできたCSVの活動に加えて、より広い視点で持
続可能な社会の実現に向けた当社の責任を捉え、ペットは家族であるという認識を踏まえ
て、当社グループが目指す持続可能な社会を「ペットと人とのSDGs」として再構成していき
ます。今後は、ペットと人間がともに健康で幸せに生きていけるような社会を実現できるよう
に、また、保険会社グループとしての社会的な責任を果たせるように、そして、私たち自身
の「うちの子」である従業員が健やかに暮らし、成長していけるように、「ペットと人との
SDGs」の取組みを進めていくとともに、投資家の皆さまにESGの視点で当社グループの取
組みの情報をお伝えしていきたいと考えています。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社では、コンプライアンスとリスク管理を重視した経営組織体制の構築に向け、内部統制に関する基本的な考え方や取組み方針等を「内部統制
システムに関する基本方針」として、取締役会で決議し制定しております。

内部統制システムに関する基本方針

1.グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)グループ会社の経営管理に関する基本方針を定め、経営管理契約を締結する等により、グループ会社の事業特性、規模等に応じたグループ
会社の経営管理を行う。

(2)グループの内部統制の整備・運用にあたって各種のグループ基本方針を定め、グループ会社に周知し、グループ会社の事業特性、規模等に
応じた体制を整備させる。

(3)グループ会社におけるグループの経営に影響を与える重要事項について、当社の承認・報告体制を整備する。

(4)グループの財務報告の適正性および信頼性を確保するために必要な体制を整備する。

(5)グループ内取引等の管理に関する基本方針を定め、グループ内取引等の管理体制を整備する。

(6)グループ会社全体での経営戦略および経営課題の共有を図るための体制を整備する。

2.取締役および使用人（以下、「役職員」という。）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役会および経営会議における取締役による職務執行の状況報告を通じて、役職員の職務の執行が法令等に適合していることを確認す
る。

(2)取締役会は、法令等遵守の具体的なコンプライアンスを推進するための基本的な方針として「グループ倫理規範」および「グループコンプライア
ンス基本方針」を定め、グループの役職員へのコンプライアンスの徹底を図る。

(3)取締役会の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名、報酬等の決定の手
続き係る透明性および客観性を確保する。

(4)コンプライアンス課題への対応の具体的実践計画としてグループのコンプライアンス・プログラムを定めるとともに、その進捗を管理するために
コンプライアンスに関する統括部署を設置する。

(5)「アイペットヘルプライン（内部通報制度）」を設置し、グループにおいて法令遵守の観点より問題が生じた場合（懸念を含む。）には、公益通報者
保護法に基づく通報を行うことが可能な体制を整備する。

(6)反社会的勢力とは一切の関係遮断に取り組み、反社会的勢力への対応体制を整備し、社内啓蒙の推進等を行うとともに、外部専門機関とも連
携して毅然たる対応を行う。

(7)「グループ情報セキュリティ基本方針」を定め、個人情報を含む情報資産等の管理を適切に行うための態勢を整備する。

(8)グループの利益相反管理に関する基本方針を定め、お客さまの利益を不当に害することのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理する
ための態勢を整備する。

(9)内部監査部門として執行部門から独立した監査部を設置するとともに、「グループ内部監査基本方針」を定め、グループにおいて定期的な内部
監査を行うほか、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について実査および評価を行う。内部監査結果については監査等委員会に報告を
行い、監査等委員は取締役会に報告する。

3.リスク管理に関する体制

(1)取締役会で適切なリスク管理を行うため、「グループリスク管理基本方針」を定め、各種リスクについて常に把握できる体制を整備する。

(2)「グループリスク管理基本方針」に従い、グループのリスク管理を適切に実施するための組織・体制を整備し、その責任を明確にするとともに、
グループの抱えるリスクおよびリスク管理の状況を取締役会に報告する。

(3)グループのリスク管理の状況については監査部の内部監査により有効性の検証、不備是正勧告等を行う。

(4)「グループ危機管理基本方針」を定め、危機管理体制を整備する。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために毎月1回以上の取締役会を開催し、また、迅速な意思決定を行うため、必要に
応じ臨時取締役会または電子による取締役会を開催し、重要な決定を行う。

(2)規程等、職務権限、意思決定ルール等を定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる態勢を整備する。

5.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

規程等を定め、取締役会等の重要な会議の議事録および関連資料ならびにその他取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理の徹底を
図る。

6.監査等委員会の職務を補助すべき職員に関する事項

(1)監査部を監査等委員会の職務を補助する組織とし、監査部の職員は監査等委員会の職務を補助するスタッフ（以下、「監査等委員会スタッフ」
という。）として、監査等委員会の職務を補助する。

(2)監査等委員会スタッフに対する人事考課、人事異動および懲戒処分は、監査等委員会の同意を得たうえで行う。

(3)監査等委員会スタッフは、その業務に関して監査等委員会の指揮命令にのみ服し、監査等委員以外の取締役等からの指揮命令を受けない。

(4)監査等委員会スタッフは、その業務に関して必要な情報収集権限を有する。

7.監査等委員会への報告に関する体制

(1)役職員は、重大な法令・定款違反その他会社の業務または業績に与える重要な事項について、速やかに監査等委員会に報告し、また、コンプ
ライアンス、リスク管理等の状況について定期的に監査等委員会に報告する。

(2)グループ会社における重大な法令・定款違反その他会社の業務または業績に与える重要な事項について、グループ会社の取締役、監査役、
執行役員および使用人またはこれらの者から報告を受けた者は、速やかに監査等委員会に報告する。また、グループ会社のコンプライアンス、リ
スク管理等の状況について定期的に監査等委員会に報告する。

(3)監査等委員会へ報告をした役職員に対し、会社は当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いをしてはならない。監査等委員会は、その事
実を知った場合は、代表取締役に対して是正を要請することができる。

(4)監査等委員会が、取締役の職務執行に関して意見を表明し、またはその改善を勧告した場合は、当該取締役は指摘事項への対応の進捗状況
を監査等委員会に報告する。

(5)役職員は、内部通報制度の通報内容を速やかに監査等委員会に連絡するとともに、その運用状況を定期的に報告する。



8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査等委員は、取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議等に出席し、意見を述べることができる。

(2)監査等委員は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議書類等については、いつでも閲覧することができる。

(3)役職員は、いつでも監査等委員会の求めに応じて、業務執行に関する事項の説明を行う。代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的に会合
を開催する。

(4)監査等委員が、取締役、内部監査部門、会計監査人、およびその他監査等委員の職務を適切に遂行するうえで必要な者との十分な意見交換
を行う機会を確保する。

(5)監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の請求をした場合は、適切に処理する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との関係遮断に努め、損害保険業に対する公共の信頼を維持し、業務の適切性および
健全性を確保するために、「グループ反社会的勢力等への対応に関する基本方針」を定め、反社会的勢力に対して断固たる姿勢で臨んでおりま
す。また、「反社会的勢力等への対応に関する規程」を制定し、反社会的勢力との関係遮断に組織一体となって取り組んでおります。

反社会的勢力等対応部門は経営管理部とし、経営管理部は、反社会的勢力等との一切の関係を遮断するため、反社会的勢力と疑われる者また
は団体の情報の集積を行うとともに、緊急時の対応のため、全国暴力追放運動推進センター・弁護士等外部専門機関との連携体制を構築してお
ります。

また、具体的な反社会的勢力との取引防止および関係遮断に関する対応策については、経営管理部長が起案し、取締役会が決裁しております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

適時開示体制の整備に向けた取組み

当社は、金融商品取引法、同法の政省令及び貴証券取引所の定める諸規則に基づくほか、内部情報に関する管理基準及び重要事実の公表等
に関する運用指針として「適時情報開示規程」を定め、これらを適切に運用することにより、適時に、迅速かつ正確な情報開示を行える社内体制
の整備に努めております。また、社内情報は以下の３つに分けており、収集された情報はいずれも適時開示責任者に集められ、所要の検討・手続
きを経たうえで公表すべき情報は、適時に公表されることとされております。

1.決定事実に関する情報

取締役会等の重要会議における付議事項は、情報取扱責任者に予め報告され、適時開示の対象となる重要事実の有無を検討できる仕組みと
なっております。重要事実に該当するものがあれば、決議後直ちに開示できるよう開示担当部署である経営管理部に開示資料の作成を指示し、
所定の手続きにより開示を行います。

2.発生事実に関する情報

該当事実が発生した場合、発生事実の生じた部門から経営管理部へ報告されます。経営管理部は、開示の必要性を検討し、開示資料を作成す
るとともに、情報取扱責任者、代表取締役CEOの決裁を経た後、速やかに公表できる体制とします。

3.決算に関する情報

経営管理部を中心として、経営企画部と共同して、決算短信等の決算開示資料を作成し、決算日後45日以内に公表できる体制の構築を目標に準
備を進め、目標達成の目途が立っております。





【適時開示体制の概要（模式図）】

○決定事実・発生事実に関する情報の適時開示業務フロー

開示資料原案

報告

承認

報告

開示

TDnet

資料投函

○決算に関する情報の適時開示業務フロー

開示資料原案 開示資料原案

承認 承認

開示

TDnet

資料投函

代表取締役ＣＥＯ

当社ホームページに掲載

決定事実・発生事実が

生じた部門または

関係会社の所管部署

経営管理部財務経理グループ

〈有価証券上場規程による

開示有無の確認〉

情報取扱責任者

（取締役ＣＦＯ）

当社ホームページに掲載

決算数値・開示情

報の確認等

決定事実・発生事実

が生じた関係会社

経営管理部財務経理グループ

〈有価証券上場規程による

開示有無の確認〉

決算数値・開示情

報の確認等
情報取扱責任者

（取締役ＣＦＯ）
代表取締役ＣＥＯ 取締役会

開示内容のすり合わせ

経営管理部人事総務グループ/

広報・クリエイティブグループ、

経営企画部IRグループ等

監査法人

決算数値・開示情報の

確認等


